
７）笹谷地区計画

笹谷地区計画

　 4.9 ha

位　　置 福島市 笹谷字、上道場、城場、堀田、前田下、才ノ神の各一部の区域

告示年月日 告示番号

名　　称 R5.3.10 市告示第78号

容積率の最高限度 １０分の１０

建蔽率の最高限度 １０分の５

敷地面積の最低限度

面　　積

地
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地区計画の目標

　福島市の中心部から北西に４．８ｋｍ、福島市役所信陵支所から南に
１００ｍに位置している。また、北側には一級市道鎌田・笹谷線、西側
には一級市道仁井田・笹谷線、東側には県道折戸笹谷線が通り、福島交
通飯坂線の笹谷駅及び桜水駅から０．８ｋｍに位置しており、公共交通
及び公共施設の利便性に恵まれた地区である。
　周辺には福島市役所信陵支所・福島市信陵学習センター・信陵中学
校・笹谷小学校・笹谷幼稚園等の公共施設が立地しており、利便性が高
い住環境に適した地域である。
　地区計画の策定により、近隣の住宅地と一体となった適切な土地利用
の促進とゆとりある良好な居住環境の形成を図ることを目標とする。

土地利用の方針
　市街化区域に近接した土地において道路等の公共施設を整備し、市街
化区域と一体的な土地利用及び低層住居の立地を誘導し、ゆとりある良
好な居住環境の形成を図る。

建築物等の整備方針

 ゆとりある良好な居住環境を形成するため「建築物の用途の制限」、
「容積率の最高限度」、「建蔽率の最高限度」、「敷地面積の最低限
度」、「壁面の位置の制限」「建物の高さの最高限度」「かき又はさく
の構造の制限」等を定める。

※「区域、地区施設の配置、地区の区分及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」
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地区の区分 約　4.9 ha

建築物等の用途の制限

２００㎡以上

建築物等の形態及び意匠
の制限

（１）建築物の形態・意匠は、福島市景観形成基本計画を踏まえ、福島
　　　市景観まちづくり計画に準拠するものとする。
（２）屋外広告物は、周辺の景観に配慮したものとする。

かき又は柵の構造の制限
　生垣又は高さが１．５ｍ以下の透視可能な材料（高さが６０ｃｍ以下
の部分はこの限りではない）で造られたものとする。

壁面の位置の制限

　建築物の外壁又はこれに代わる柱面から道路境界（隅切り部分を除
く）、隣地境界までの距離は１．０ｍ以上とする。
　但し、以下の場合はこの限りではないものとする。
（１）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３．０ｍ以下
      であること。
   ※建築物の出窓や、軒の高さが２．３ｍを超える車庫、物置等
（２）軒の高さが２．３ｍ以下の車庫、物置は、床面積の合計が
      ５．０㎡以内であること。

建築物等の高さの制限 １０ｍ以下

　第１種低層住居専用地域に建築できる建築物のうち、住宅（共同住
宅・寄宿舎・下宿・長屋を含まない）及び兼用住宅、診療所、幼稚園、
保育所に限る。
　また、兼用部分については、建築基準法施行令第１３０条の３の規定
に定められたもの。（非住宅部分の面積が50㎡以下かつ延べ面積の1/2未
満のもの。）
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